
　
同
じ
病
院
の
同
じ
診
療
科
に
同
一

月
内
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
自
己
負

担
額
が
、
一
定
の
基
準
（
自
己
負
担

限
度
額
）
を
超
え
た
と
き
は
、
あ
と

か
ら
そ
の
超
え
た
額
を
高
額
療
養

費
と
し
て
、
国
保
か
ら
世
帯
主
に
支

給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
差
額
ベ
ッ
ト
代

な
ど
保
険
診
療
外
の
も
の
は
高
額
療

養
費
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
入
院
時
の
食
事
代
も
高
額
療
養

費
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
医
療
費
は
、
同
じ
医
療
機
関
で
も

診
療
科
ご
と
に
別
計
算
で
す
。
ま

た
、
入
院
と
外
来
も
別
計
算
と
な
り

ま
す
。

●
領
収
証
は
必
ず
保
管
し
て

　
　
お
い
て
く
だ
さ
い

　
高
額
療
養
費
の
支
給
に
該
当
す
る

世
帯
に
は
、
診
療
を
受
け
た
月
の
通
常

約
３
カ
月
後
に
手
続
き
の
お
知
ら
せ

を
郵
送
し
ま
す
。
手
続
き
に
は
、
医
療

機
関
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
の
領

収
証
（
レ
シ
ー
ト
）
が
必
要
で
す
の
で
、

領
収
証
は
必
ず
保
管
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

　
（
高
額
療
養
費
の
支
給
に
該
当
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
通
知
が
届
か
な

い
場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
）

●
医
療
費
が
高
額
で
支
払
が

　
　
困
難
な
時

～
高
額
療
養
費
貸
付
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
～

　
な
お
、
70
歳
未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、

２
万
１
０
０
０
円
以
上
の
自
己
負
担
額

を
複
数
支
払
っ
た
場
合
、
そ
れ
ら
を
合

算
し
て
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

部
分
を
支
給
し
ま
す
。

　
高
額
療
養
費
の
決
定
に
は
病
院

等
か
ら
提
出
さ
れ
る
書
類
の
審
査

を
経
て
行
う
た
め
、
医
療
機
関
に

自
己
負
担
額
を
支
払
っ
て
か
ら
高

額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
ま
で
に

早
く
て
も
３
カ
月
以
上
か
か
る
こ
と

か
ら
、
医
療
費
が
高
額
な
場
合
は

家
計
の
や
り
く
り
が
大
変
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
、
高
額
療
養
費

貸
付
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
名
称
は
「
貸

付
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は

高
額
療
養
費
と
し
て
利
用
者
に
支

払
う
べ
き
額
を
市
か
ら
直
接
医
療

機
関
に
支
払
う
も
の
で
す
。
利
用

者
は
、
医
療
機
関
に
自
己
負
担
限

度
額
の
み
を
支
払
え
ば
よ
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
利
用
に
あ
た
っ
て
は
医

療
機
関
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

保険給付（７～９割）
自己負担
（３～１割）

保険対象外費用
（保険診療の対象となら
ない差額ベッド代など）

保険対象医療費（１０割）

自己負担限度額

高額療養費
※この部分が返って

くる

※
国
保
の
高
額
療
養
費
な
ど
の
保
険
給
付
に
つ

い
て
の
お
問
合
せ
は
、
給
付
チ
ー
ム
（
電
話

０
７
９
８
‐
３
５
‐
３
１
２
０
）
ま
で
。

※
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
に
該
当
す
る
人

は
、
国
保
と
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
。
お
問
合

せ
は
医
療
助
成
グ
ル
ー
プ
（
電
話
０
７
９
８
‐
３
５
‐

３
１
５
４
）
　
ま
で
。

この部分だけ
を支払う

市が医療機関に直
接支払う

【貸付制度を利用した場合】

平
成
18
年
10
月
か
ら 

保
険
給
付
の
内
容
が
変
わ
り
ま
し
た
！

　
国
民
健
康
保
険
法
等
が
改
正
さ
れ
、
平
成
18
年
10
月
か
ら
、
病
院
等
の
窓
口
で
負
担
す
る
一
部
負
担
金
の
自
己
負
担
割
合
や
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
な
ど
が
変
わ

り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

　

　
病
院
等
の
窓
口
で
支
払
う
一
部

負
担
金
の
70
歳
以
上
の
人
の
自
己

負
担
割
合
が
次
の
と
お
り
変
わ
ま

し
た
。

　
70
歳
以
上
の
国
保
加
入
者
及
び

老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
人

（
国
保
加
入
者
に
限
る
）
の
う
ち
、

一
人
で
も
一
定
の
所
得
（
課
税
所

得
が
１
４
５
万
円
）
以
上
の
人
が
同

一
世
帯
に
い
る
人
は
、
平
成
18
年

９
月
30
日
ま
で
は
２
割
負
担
で
し

た
が
、
平
成
18
年
10
月
１
日
か
ら

３
割
負
担
に
変
わ
り
ま
し
た
。

<40,200円>

35,400円

<24,600円>

平成１８年９月３０日まで
自己負担限度額

139,800円＋（医療費-466,000円）×1％

<77,700円>

区        分

上位所得者

一    般

（住民税非課税）

<83,400円>

平成１８年１０月１日から
区        分 自己負担限度額

上位所得者
150,000円＋（医療費-500,000円）×1％

72,300円＋（医療費-241,000円）×1％

（住民税非課税） <24,600円>

一    般
80,100円＋（医療費-267,000円）×1％

<44,400円>
低所得者 35,400円

低所得者

外来（個人ごと）

72,300円＋（医療費-361,500円）×1％

<40,200円>
12,000円 40,200円

Ⅱ 24,600円

Ⅰ 15,000円

外来（個人ごと）

80,100円＋（医療費-267,000円）×1％

<44,400円>
12,000円 44,400円

Ⅱ 24,600円

Ⅰ 15,000円

平成１８年９月３０日まで

区        分 自己負担限度額

低所

得者

一定以上

所得者
40,200円

一 般

一 般

平成１８年１０月１日から

区        分 自己負担限度額

一定以上

所得者
44,400円

低所

得者
8,000円

8,000円

※<　>は多数該当の場合。
　※多数該当：過去１２ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が４
回以上あった場合、４回目以降の限度額。
　※上位所得者：国民健康保険料の算定基礎となる基礎控除後の総所
得金額が６００万円（平成１８年９月までは６７０万円）を超える世帯。
　※所得状況を把握できていない場合は、上位所得者と判定されます。

※一定以上所得者：課税所得１４５万円以上の人が同一世帯にいる
人。
※低所得者Ⅱ：同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課
税の場合（低所得者Ⅰ以外の人）
※低所得者Ⅰ：同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課
税でその世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除（年金の所
得は控除額を８０万円として計算）を差し引いたとき０円となる人　
※一般：一定以上所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人

　
　
療
養
病
床
に
入
院
す
る
70
歳
以
上

の
方
の
食
事
代
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
と

と
も
に
、
新
た
に
居
住
費
（
光
熱
水
費
）

を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
（
左
表
参
照
）

　
　
た
だ
し
、
入
院
医
療
の
必
要
性
の

高
い
方
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

９月３０日までの食費

９０日までの入院 １食につき２１０円

過去１２ヶ月で９０
日を超える入院

１食につき１６０円

１食につき１００円

食費 居住費
一定以上所得者 ※１食につき

一般 ４６０円または４２０円

低所得Ⅱ １食につき２１０円

低所得Ⅰ １食につき１３０円

１食につき２６０円

低所得Ⅱ

世帯区分

低所得Ⅰ

一定以上所得者

一般

平成１８年１０月１日から

１日につき３２０円

世帯区分

　

　 　

　

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が

出
産
さ
れ
た
と
き
、
出
生
児
１

人
に
つ
き
35
万
円
（
平
成
18
年
９

月
30
日
ま
で
の
出
産
は
33
万
円
）

を
支
給
し
ま
す
。

　
出
産
育
児
一
時
金
を
直
接
医

療
機
関
に
振
り
込
む
受
領
委
任

払
い
制
度
や
出
産
前
に
医
療
機

関
に
支
払
う
必
要
が
生
じ
た
と

き
、
出
産
育
児
一
時
金
の
一
部

を
出
産
前
に
貸
付
す
る
制
度
も

あ
り
ま
す
。

　
４
ヶ
月
（
妊
娠
12
週
以
上
）
か
ら

適
用
さ
れ
ま
す
。

１
　
一
部
負
担
金
の

自
己
負
担
割
合

３
　
療
養
病
床
に
入
院
す
る

７
０
歳
以
上
（
老
人
保
健
法

に
よ
り
医
療
を
受
け
る
人
は

除
く
）
の
方
の
入
院
時
食
事

療
養
費

出
産
育
児
一
時
金

※表１　　（１）７０歳未満の方
　　

※表２　　（２）７０歳以上７５歳未満の方
　　

高
額
療
養
費
・

高
額
貸
付
に

つ
い
て

　
一
定
限
度
（
自
己
負
担
限
度
額
）

を
超
え
る
医
療
費
を
支
払
っ
た
場

合
、
そ
の
超
え
た
分
を
申
請
に
よ
り

支
給
し
ま
す
。
今
回
、
こ
の
自
己
負

担
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。 ２

　
高
額
療
養
費
の

自
己
負
担
限
度
額

（
１
）70
歳
未
満
の
方

　
　
　
※
左
表
１
参
照

（
２
）70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方

　
　
　
※
左
表
２
参
照

（
３)

70
歳
未
満
・
上
位
所
得
者
に

該
当
す
る
方
の
人
工
透
析
に
係
る

診
療
の
自
己
負
担
限
度
額
が
１
万

円
か
ら
２
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

※　医療機関により異なりますので、どちらに該当するかは入院される医
療機関にお問合せください。
　入院される病床が療養病床に該当するかどうかは入院される医療機関
にお問合せください。

ま
た
、
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と
が
条
件
で
す
。

平成１８年（２００６年）１１月１０日 （８）

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


